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別記様式第１号 別添 

浜の活力再生プラン 

１ 地域水産業再生委員会 

組織名 相模川・中津川水産業再生委員会 

代表者名 小林 常良 

再生委員会の

構成員 

相模原市、平塚市、茅ヶ崎市、厚木市、海老名市、座間市、寒川町、

愛川町、清川村、神奈川県内水面漁業協同組合連合会、相模川漁業協

同組合連合会、津久井漁業協同組合、中津川漁業協同組合、相模川第

一漁業協同組合、相模川漁業協同組合、厚木観光漁業協同組合、相模

川第二漁業協同組合 

オブザーバー 
神奈川県（環境農政局農政部水産課、県央地域県政総合センター、湘

南地域県政総合センター） 

再生委員会規約及び推進体制が分かる資料は別冊 

対象となる地域の範囲 

及び漁業の種類 

・相模川・中津川流域（相模原市、平塚市、茅ヶ崎市、厚木

市、海老名市、座間市、寒川町、愛川町、清川村） 

・内水面漁業（アユ） 

・津久井漁業協同組合 246 名 

中津川漁業協同組合 435名 

相模川第一漁業協同組合 478 名 

相模川漁業協同組合 429名 

厚木観光漁業協同組合 398 名 

相模川第二漁業協同組合 459名  （平成 27年３月 31日） 

２ 地域の現状 

（１）関連する水産業を取り巻く現状等 

 相模川は、山中湖から山梨県の東部を経て神奈川県中央部を流下し、中津川などの支

川を併せて相模湾に達する、幹川流路延長 113km（県内延長 55.6km）、流域面積 1,680k

㎡（県内流域 673.0k ㎡）の一級河川である。古くは「鮎河」と呼ばれていたほどアユ

が豊富な川として知られていた。 

 中津川は、丹沢山麓から清川村、愛川町を流下し、厚木市で相模川に合流する、流路

延長 32.8km の一級河川であり、相模川水系最大の支川である。相模川と同様に古くか

らアユが豊富な川として知られていた。 

 相模川・中津川における漁業は、古くからアユを核として営まれており、江戸時代に

は徳川将軍家への献上品となるなど、これまで盛んに行われてきたが、近年は、神奈川
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県内水面漁業協同組合連合会や相模川漁業協同組合連合会がカワウ対策を行うことに

より天然アユの保護に取り組んでいるものの、その効果は十分なものとなっておらず、

また、ゲリラ豪雨が頻発し、アユ資源が大量に流失するなど、アユ資源の安定的な生産

及び供給が困難になっている。 

また、神奈川県内水面漁業協同組合連合会等は、平成 26 年度に県内河川は約 23.2ｔ

の稚アユを供給しているが、アユ種苗の 27％を県外産に占められていることから、輸送

費等のコストが嵩むことや地元由来のアユを放流したいという声に十分対応できない

ことが課題となっており、それらの対策が急務となっている。 

現在、神奈川県は、（一財）神奈川県内水面漁業振興会に委託して相模湾産の短期継

代種苗の生産を行っているが、相模湾産Ｆ２アユは、これまでの長期継代のアユより天

然に近い性質を持ち、野性味を残したアユとなっていることから、さらにその生産量・

放流量を増加させていくことが期待されている。 

しかしながら、神奈川県内水面漁業協同組合連合会が所有している種苗を中間育成す

る施設は老朽化し、12基ある水槽のうち、６基は稼働していない状況である。 

 一方、関係する漁業協同組合の組合員数は、近年は減少傾向で推移し、平均年齢は 66.5

歳（平成 27年現在）となっており、10年前と比べて 10 歳高齢化が進んでいることから、

新規漁業者の確保・育成が課題となっている。また、アユの遡上尾数は、年によって大

きく変動しており、漁業資源が安定していないことが課題となっている。漁協は豪雨が

発生した後、緊急的にアユを放流するなど所得を確保するための対策に努めているが、

十分な対策とはなっていない。 

 遊漁者数についても、近年は減少傾向で推移し、約 20万人（平成 27年現在）となっ

ており、10年前と比べて約４万人減少していることが課題となっており、その対策が急

務となっている。 

（２）その他の関連する現状等 

 相模原市、厚木市、海老名市、座間市、愛川町及び清川村は、相模川周辺の河川の保

全活用、産業の活性化等の共通課題の解決に向け、相互に連携し、広域行政の円滑な推

進を図り、地域社会の発展に寄与することを目的として、「県央相模川サミット」を平

成 22 年２月に設立した。平成 27 年 10 月に開催された第７回県央相模川サミットにお

いて、「浜の活力再生プラン」を策定し、アユの安定的な供給とアユを活用した地域の

活性化を図っていくことについての合意形成が図られた。  

３ 活性化の取組方針 

（１）基本方針 

ア 漁業収入向上のための施策 

①天然アユの保護及び漁場の環境整備

天然アユの遡上を増加させ、アユ資源の増大による漁獲量の増加を図り、漁業収入向
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上につなげていく。 
②相模湾産の短期継代種苗の生産振興 

短期継代種苗の安定的な育成・放流を進め、中間育成施設の整備により、アユ種苗の

生産性を高め、アユ資源の増大を図ることで漁獲量を増加させ、漁業収入向上につなげ

ていく。 

③新規漁業者の確保・育成 

 新規漁業者の確保等により、地域全体の漁獲量を増加させ、漁業収入向上につなげて

いく。 

④六次産業化・消費拡大 

新たな加工品の開発や販売ルートの確立等によるアユの消費拡大を図り、漁業収入向

上につなげていく。 

⑤集荷・出荷システムの検討 

漁獲したアユの組織的な集荷・出荷システムを構築し、現在より新たな出荷先を増や 

していくことで、漁業収入向上につなげていく。 

⑥遊漁者の増加 

遊漁者の増加を図り、遊漁収入の増加による漁連・漁協の漁業収入向上につなげてい 

く。 

イ 漁業コスト削減のための施策 

①相模湾産の短期継代種苗の生産振興 

 現在より効率的かつ合理的に作業ができる中間育成施設を整備することで、光熱費等

のコストの削減を図っていく。 

②相模湾産の短期継代種苗の育成技術の向上 

 職員の育成技術を、現在より向上させることで、作業時間の短縮及び作業の省力化に

よるコストの削減を図っていく。 

③集荷・出荷システムの検討 

 漁獲したアユの組織的な集荷・出荷システムを構築することで、現在より集荷・出荷

に要するコストの削減を図っていく。 

 

（２）漁獲努力量の削減・維持及びその効果に関する担保措置 

 神奈川県内水面漁業調整規則、相模川漁業協同組合漁業権行使規則及び遊漁規則によ

り、１月１日から５月 31日及び 10月 15日から 11月 30日までは全面禁漁とし、漁具・

漁法についても規制することにより、水産資源の保護を図っている。 

神奈川県内水面漁業調整規則、神奈川県漁業協同組合連合会内共第１号、第２号は別冊 
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（３）具体的な取組内容 

１年目（平成 28年度）以下の取組により漁業所得を基準年対比０％向上させる。 

漁業収入向上 

のための取組 

①天然アユの保護及び漁場の環境整備

●アユ資源対策事業

・ 有害鳥類及び魚類の防除対策の実施

漁連・漁協は、アユの生態系を保全・形成するため、健全な内

水面生態系復元等推進事業と連携し、カワウ、ブラックバス、ブ

ルーギル等の防除対策を実施する。 

・ アユ産卵場の造成及び機能保全 

漁連・漁協は、アユ資源を確保するため、アユの産卵場の位置

及び規模等を検討し、効果的なアユ産卵場を２箇所造成するとと

もに、機能保全を図る。 

・ アユが遡上するための環境保全 

漁連・漁協は、４月にアユが遡上するための環境の保全につい

て、効果的な方策を検討する。 

また、１月にアユが遡上する環境を検証する。 

・ 親アユの放流 

漁連・漁協は、アユ資源を確保し、漁業所得の維持・向上を図

るため、10月に中間育成施設で育成した親アユを 200～300kg放

流する。 

・ 河川及び河川周辺の清掃 

再生委員会は、アユの生息環境、漁業者及び遊漁者の漁獲のた 

めの環境を保全するため、年９回定期的に河川及び河川周辺の清

掃活動を行う。 

②相模湾産の短期継代種苗の生産振興

●アユ増養殖事業

再生委員会は、相模湾産の短期継代種苗の増養殖について、中間

育成施設の規模、配置及び関連施設等の検討を含め、効果的な方策

を検討するとともに、費用対効果を算定する。 

 また、ソフト・ハード両面から内水面漁業振興に取り組んでいる

先進地を視察する。 

●釣れる漁場づくり事業

漁連・漁協は、放流用の短期継代種苗について、放流時期、放流

場所、放流方法等、効果的な放流の方策を検討し、検討した内容を

反映させる放流を実施する。 

③新規漁業者の確保・育成

●魚釣り普及促進事業
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・ 情報発信 

再生委員会は、相模川における漁業資源、漁業に関する伝統

文化、自然環境の豊かさ、環境保全の必要性等を発信する方策

を検討する。 

・ 具体的な取組の実施 

漁連・漁協は、新規漁業者の確保・育成を図るため、魚釣りの

普及、漁業所得の増加に結び付く方策を検討する。 

④六次産業化・消費拡大

●アユ販売事業

再生委員会は、アユの販売量を向上させるため、アユの販売場所、

販売ルート、販売価格等について検討を行い、実際に農産物直売施設、

各種イベント会場において販売し、消費者の反応等を確認する。  

 また、アユのブランド化（相模のアユ）を図るための方策を検討

する。  

●アユ加工販売事業

再生委員会は、アユの加工販売について、全国的な事例を収集す

るとともに、アユを活用した商品開発に精通した専門家より、具体的

に開発する商品、商品を開発するに当たっての留意事項等の指導を受

ける。 

⑤集荷・出荷システムの検討

●集出荷システム構築事業

再生委員会は、漁獲したアユを効率的に集荷・出荷している事例

を収集し、相模川・中津川流域に適用可能な集荷・出荷システムを検

討する。  

⑥遊漁者の増加

●魚釣り普及促進事業

・ 情報発信

再生委員会は、相模川における漁業資源、漁業に関する伝統文

化、自然環境の豊かさ、環境保全の必要性等を発信する方策を検

討する。 

・ 具体的な取組の実施 

漁連・漁協は、遊漁者の増加を図っていくため、魚釣りを普及

していくための方策を検討する。 

漁業コスト削減

のための取組 

以下の取組により、基準年に対し０％の漁業コスト削減を見込む。 

①相模湾産の短期継代種苗の生産振興

●アユ増養殖事業
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 再生委員会は、相模湾産の短期継代種苗の増養殖について、新たに

整備する中間育成施設の規模、配置及び関連施設等の検討を含め、経

済的側面から効果的な方策を検討するとともに、費用対効果を算定す

る。 

また、ソフト・ハード両面から内水面漁業振興に取り組んでいる先

進地を視察する。 

②相模湾産の短期継代種苗の育成技術の向上 

●アユ増養殖事業 

 再生委員会は、相模湾産の短期継代種苗の増養殖について、新たに

整備する中間育成施設の規模、配置及び関連施設等の検討を含め、経

済的側面から、作業の省力化及び作業時間の短縮を検討するととも

に、短期継代種苗の育成技術の向上を図るための方策を検討する。 

 また、ソフト・ハード両面から内水面漁業振興に取り組んでいる先

進地を視察する。 

③集荷・出荷システムの検討 

●集出荷システム構築事業 

 再生委員会は、出荷に当たり必要な情報を得るため、天然アユの胃

の内容物を検査する。 

 また、漁獲したアユを効率的に集荷・出荷している事例を収集し、

集荷・出荷に要する費用を試算する等、経済的側面から、相模川・中

津川流域に適用可能な集荷・出荷システムを検討する。 

活用する支援措

置等 
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２年目（平成 29年度）以下の取組により漁業所得を基準年対比１％向上させる。 

漁業収入向上 

のための取組 

①天然アユの保護及び漁場の環境整備 

●アユ資源対策事業 

 ・ 有害鳥類及び魚類の防除対策の実施 

   漁連・漁協は、前年度の対策を検証し、健全な内水面生態系

復元等推進事業との連携を図りつつ、より効果的なカワウ、ブ

ラックバス、ブルーギル等の防除対策を実施する。 

・ アユ産卵場の造成及び機能保全 

漁連・漁協は、前年度に造成したアユ産卵場を検証し、課題を

抽出し、より効果的なアユ産卵場を２箇所造成するとともに、機

能保全を図る。 

・ アユが遡上するための環境保全 

漁連・漁協は、１月にアユが遡上する環境を検証し、アユが遡

上する環境を向上させるため、障害物の撤去や魚道の機能向上を

図る。 

・ 親アユの放流 

漁連・漁協は、前年度の漁獲量を調査するなど、親アユの放流

の結果を検証し、放流場所や放流時期等の検討を行い、10 月に

中間育成施設で育成した親アユを 200～300kg放流する。 

・ 河川及び河川周辺の清掃 

再生委員会は、アユの生息環境、漁業者及び遊漁者の漁獲のた

めの環境を保全するため、年９回定期的に河川及び河川周辺の清

掃活動を行う。 

②相模湾産の短期継代種苗の生産振興 

●アユ増養殖事業 

 再生委員会は、中間育成施設の整備について、規模、配置、関連

施設等の計画を具体化するとともに、詳細な費用対効果を算定する。 

 また、工事期間中の短期継代種苗の増養殖について、稼働してい

る中間育成施設からの排水経路を変更する等の効果的な方策を検討

する。 

●釣れる漁場づくり事業 

 漁連・漁協は、前年度の釣果を調査するなど、放流用の短期継代

種苗について、放流時期、放流場所、放流方法等、効果的な放流の方

策を検討し、検討した内容を反映させる放流を実施する。 

③新規漁業者の確保・育成 

●魚釣り普及促進事業 

 ・ 情報発信 
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漁連・漁協は、漁連・漁協のホームページを更新し、また、

市町村は、市町村の広報等を活用し、魚釣り体験、魚釣り教室

の実施を発信する。 

・ 具体的な取組の実施 

漁連・漁協は、魚釣り体験、魚釣り教室について、実施する場

所・指導者等、具体的な計画を作成し実施する。 

④六次産業化・消費拡大

●アユ販売事業

再生委員会は、前年度の販売実績、費用対効果等を検証し、効果的

な販売場所、販売ルート、販売価格等について、産地協議会と連携し、

産地水産業強化支援事業を活用することにより、専門家の指導を受

け、実際に農産物直売施設、各種イベント会場等において販売し、消

費者の反応等を確認する。  

 また、漁連・漁協は、かながわブランドとして、（相模のアユ）を

申請する。 

●アユ加工販売事業

再生委員会は、アユの加工販売について、全国的な事例を収集す

るとともに、産地協議会と連携し、産地水産業強化支援事業を活用す

ることにより、アユを活用した商品開発に精通した専門家より、具体

的に開発する商品、商品を開発するに当たっての留意事項等の指導を

受ける。 

また、アユの加工販売を行っている先進地視察を実施する。 

⑤集荷・出荷システムの検討

●集出荷システム構築事業

再生委員会は、アユの集荷・出荷について、専門家の指導を受け、

相模川・中津川流域に適用可能な集荷・出荷システムを検討する。 

⑥遊漁者の増加

●魚釣り普及促進事業

・ 情報発信

漁連・漁協は、漁連・漁協のホームページを更新し、また、

市町村は、市町村の広報等を活用し、魚釣り体験、魚釣り教室

の実施を発信する。 

・ 具体的な取組の実施 

漁連・漁協は、神奈川県釣りインストラクター連絡機構アユ部

会と連携し、魚釣り体験、魚釣り教室を実施する場所・魚釣りイ

ンストラクターの派遣・育成等を含めた、具体的な計画を作成し

実施する。 
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漁業コスト削減

のための取組 

以下の取組により、基準年に対し 0.1％の漁業コスト削減を見込

む。 

 

①相模湾産の短期継代種苗の生産振興 

●アユ増養殖事業 

 再生委員会は、中間育成施設の整備について、規模、配置、関連施

設等の計画を具体化するとともに、詳細な費用対効果を算定する。 

 また、工事期間中の短期継代種苗の増養殖について、県内外から導

入するアユ種苗の数量の検討を含め、増養殖についての具体的な計画

を作成するとともに、光熱費等ランニングコストの削減について検討

する。 

②相模湾産の短期継代種苗の育成技術の向上 

●アユ増養殖事業 

 再生委員会は、中間育成施設の整備について、規模、配置、関連施

設等の計画について、作業時間の短縮等を反映させるとともに、短期

継代種苗の育成技術の向上を図るため、中間育成施設の運営に携わる

職員に対して、県内水面試験場での研修や先進地視察を実施する。 

③集荷・出荷システムの検討 

●集出荷システム構築事業 

 再生委員会は、アユの集荷・出荷に要する費用について、専門家の

指導を受け、新たに開拓する市場への出荷シミュレーションを作成す

る等、相模川・中津川流域に適用可能で、流通経費をできるだけ低減

できる集荷・出荷システムを具体化する。 

活用する支援措

置等 

産地水産業強化支援事業 

（六次産業化・消費拡大） 
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３年目（平成 30年度）以下の取組により漁業所得を基準年対比２％向上させる。 

漁業収入向上 

のための取組 

①天然アユの保護及び漁場の環境整備 

●アユ資源対策事業 

 ・ 有害鳥類及び魚類の防除対策の実施 

   漁連・漁協は、前年度の対策を検証し、健全な内水面生態系

復元等推進事業との連携を図りつつ、より効果的なカワウ、ブ

ラックバス、ブルーギル等の防除対策を実施する。 

・ アユ産卵場の造成及び機能保全 

漁連・漁協は、前年度に造成したアユ産卵場を検証し、課題を

抽出し、より効果的なアユ産卵場を２箇所造成するとともに、機

能保全を図る。 

・ アユが遡上するための環境保全 

漁連・漁協は、１月にアユが遡上する環境を検証し、アユが遡

上する環境を向上させるため、障害物の撤去や魚道の機能向上を

図る。 

・ 親アユの放流 

漁連・漁協は、前年度の漁獲量を調査するなど、親アユの放流

の結果を検証し、放流場所や放流時期等の検討を行い、10月に親

アユを 200～300kg放流する。 

・ 河川及び河川周辺の清掃 

再生委員会は、アユの生息環境、漁業者及び遊漁者の漁獲のた

めの環境を保全するため、年９回定期的に河川及び河川周辺の清

掃活動を行う。 

②相模湾産の短期継代種苗の生産振興 

●アユ増養殖事業 

 再生委員会は、短期継代種苗の確保について、産地協議会と連携し、

産地水産業強化支援事業を活用することにより、中間育成施設の工事

の工期をできるだけ短縮する等マイナス効果を減少させるとともに、

短期継代種苗の増養殖についての効果的な対策を実施する。 

●釣れる漁場づくり事業 

 漁連・漁協は、前年度の釣果を調査するなど、放流用の短期継代種

苗について、放流時期、放流場所、放流方法等、効果的な放流の方策

を検討し、検討した内容を反映させる放流を実施する。 

③新規漁業者の確保・育成 

●魚釣り普及促進事業 

 ・ 情報発信 

   再生委員会は、前年度の取組を検証し、漁連・漁協のホームペ
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ージ、市町村の広報等に検証した内容を反映させる。 

・ 具体的な取組の実施 

漁連・漁協は、前年度の取組を検証し、漁業者の確保に資する

魚釣り体験、魚釣り教室を実施する。 

④六次産業化・消費拡大 

●アユ販売事業 

 再生委員会は、前年度の販売実績、費用対効果等を検証し、効果的

な販売場所、販売ルート、販売価格等について、産地協議会と連携し、

産地水産業強化支援事業を活用することにより、専門家の指導を受

け、実際に農産物直売施設、各種イベント会場等において販売し、消

費者の反応等を確認するとともに、販売ルートを確立するための方策

を検討する。  

 また、道の駅、農産物直売所等の販売会場において、（相模のアユ）

のＰＲ活動を行う。  

●アユ加工販売事業 

 再生委員会は、産地協議会と連携し、産地水産業強化支援事業を活

用することにより、専門家の指導を受け、試験的にアユの加工商品を

製造し、商工会等に販売についての意見を求め、農産物直売施設や各

種イベント等において販売し、消費者の反応等を確認する。 

⑤集荷・出荷システムの検討 

●集出荷システム構築事業 

 漁連・漁協は、アユの集荷・出荷システムについて、専門家の指導

を受け、試験的に構築し、運用を開始する。   

⑥遊漁者の増加 

●魚釣り普及促進事業 

 ・ 情報発信 

   再生委員会は、前年度の取組を検証し、遊漁者の確保に資する

ホームページ、広報等の内容に反映させるなど、発信方法のレベ

ルの向上を図る。 

・ 具体的な取組の実施 

漁連・漁協は、前年度の取組を検証し、遊漁者数を増加させる

ため、神奈川県釣りインストラクター連絡機構アユ部会と連携

し、魚釣り体験、魚釣り教室のレベルアップを図り、魚釣りイン

ストラクターの資質の向上等を図る。 

漁業コスト削減

のための取組 

以下の取組により、基準年に対し 0.1％の漁業コスト削減を見込

む。 
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①相模湾産の短期継代種苗の生産振興 

●アユ増養殖事業 

漁連・漁協は、産地水産業強化支援事業を活用した中間育成施設の

工事によるマイナス効果をできるだけ減少させるため、県内外産の稚

アユの確保・育成を図るとともに、光熱費等ランニングコストの削減

を図る。 

②相模湾産の短期継代種苗の育成技術の向上 

●アユ増養殖事業 

 漁連・漁協は、産地水産業強化支援事業を活用した中間育成施設の

工事について、工期をできるだけ短縮する等マイナス効果を減少させ

るとともに、引き続き県内水面試験場での研修や先進地視察を実施

し、職員の短期継代種苗の育成技術の向上と、作業時間の短縮等によ

りコスト削減を図る。 

③集荷・出荷システムの検討 

●集出荷システム構築事業 

 漁連・漁協は、アユの集荷・出荷システムについて、専門家の指導

を受け、試験的に構築し、運用を開始する。   

活用する支援措

置等 

産地水産業強化支援事業 

（中間育成施設の整備、六次産業化・消費拡大） 
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４年目（平成 31年度）以下の取組により漁業所得を基準年対比４％向上させる。 

漁業収入向上 

のための取組 

①天然アユの保護及び漁場の環境整備 

●アユ資源対策事業 

 ・ 有害鳥類及び魚類の防除対策の実施 

   漁連・漁協は、前年度の対策を検証し、健全な内水面生態系

復元等推進事業との連携を図りつつ、より効果的なカワウ、ブ

ラックバス、ブルーギル等の防除対策を実施する。 

・ アユ産卵場の造成及び機能保全 

漁連・漁協は、前年度に造成したアユ産卵場を検証し、課題を

抽出し、より効果的なアユ産卵場を２箇所造成するとともに、機

能保全を図る。 

・ アユが遡上するための環境保全 

漁連・漁協は、１月にアユが遡上する環境を検証し、アユが遡

上する環境を向上させるため、障害物の撤去や魚道の機能向上を

図る。 

・ 親アユの放流 

漁連・漁協は、前年度の漁獲量を調査するなど、親アユの放流

の結果を検証し、放流場所や放流時期等の検討を行い、10 月に

親アユを 200～300kg放流する。 

・ 河川及び河川周辺の清掃 

再生委員会は、アユの生息環境、漁業者及び遊漁者の漁獲のた 

めの環境を保全するため、年９回定期的に河川及び河川周辺の清

掃活動を行う。 

②相模湾産の短期継代種苗の生産振興 

●アユ増養殖事業 

 再生委員会は、短期継代種苗の確保について、整備した中間育成施

設の消毒や電気系統及び排水の確認をする等、試運転を行い、稼働に

ついての機能を十分検証した上で、第４四半期に短期継代種苗の育成

を開始する。 

●釣れる漁場づくり事業 

 漁連・漁協は、前年度の釣果を調査するなど、放流用の短期継代種

苗について、放流時期、放流場所、放流方法等、効果的な放流の方策

を検討し、検討した内容を反映させる放流を実施する。 

③新規漁業者の確保・育成 

●魚釣り普及促進事業 

 ・ 情報発信 

   再生委員会は、前年度の取組を検証し、漁連・漁協のホームペ
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ージ、市町村の広報等に検証した内容を反映させる。 

・ 具体的な取組の実施 

漁連・漁協は、前年度の取組を検証し、漁業者の確保に資する

魚釣り体験、魚釣り教室を実施する。 

④六次産業化・消費拡大 

●アユ販売事業 

再生委員会は、前年度の販売実績、費用対効果等を検証し、効果的

な販売場所、販売ルート、販売価格等について、産地協議会と連携し、

産地水産業強化支援事業を活用することにより、専門家の指導を受

け、実際に農産物直売施設、各種イベント会場等において販売し、消

費者の反応等を確認するとともに、販売ルートを確立するための方策

を検討する。 

また、道の駅、農産物直売所等の販売会場において、（相模のアユ）

のＰＲ活動を行う。  

●アユ加工販売・消費拡大事業 

 再生委員会は、前年度の販売実績、費用対効果等を検証し、商品の

改良、販売価格等について、産地協議会と連携し、産地水産業強化支

援事業を活用することにより、専門家及び商工会等の指導を受け、販

売実績を向上させ、販売ルートを確立するための方策を検討する。 

 また、アユを活用した料理教室を年２回開催する。 

⑤集荷・出荷システムの検討 

●集出荷システム構築事業 

 漁連・漁協は、前年度の集荷・出荷システムの運用状況を検証し、

専門家の指導を受け、システムのレベルアップを図る。 

⑥遊漁者の増加 

●魚釣り普及促進事業 

 ・ 情報発信 

   再生委員会は、前年度の取組を検証し、遊漁者の確保に資する

ホームページ、広報等の内容に反映させるなど、発信方法のレベ

ルの向上を図る。 

・ 具体的な取組の実施 

漁連・漁協は、前年度の取組を検証し、遊漁者数を増加させる

ため、神奈川県釣りインストラクター連絡機構アユ部会と連携

し、魚釣り体験、魚釣り教室のレベルアップを図り、魚釣りイン

ストラクターの資質の向上等を図る。 

漁業コスト削減

のための取組 

以下の取組により、基準年に対し 0.1％の漁業コスト削減を見込

む。 
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①相模湾産の短期継代種苗の生産振興 

●アユ増養殖事業 

 漁連・漁協は、整備した中間育成施設の効果を最大限発揮させるた

め、水槽の消毒、試運転等、施設稼働に向けた各種作業を実施すると

ともに、引き続き光熱費の削減等のランニングコストの削減を図る。 

②相模湾産の短期継代種苗の育成技術の向上 

●アユ増養殖事業 

 漁連・漁協は、整備した中間育成施設の効果を最大限発揮させるた

め、消毒、試運転等、施設稼働に向けた各種作業を実施するとともに、

引き続き県内水面試験場での研修や先進地視察を実施し、職員の短期

継代種苗の育成技術の向上と、作業時間の短縮等によりコスト削減を

図る。 

③集荷・出荷システムの検討 

●集出荷システム構築事業 

漁連・漁協は、前年度の集荷・出荷システムの運用状況について、

費用対効果を算定し、専門家の指導を受け、システムの改善を図る。 

活用する支援措

置等 

産地水産業強化支援事業 

（六次産業化・消費拡大） 
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５年目（平成 32年度）以下の取組により漁業所得を基準年対比 13％向上させる。 

漁業収入向上 

のための取組 

①天然アユの保護及び漁場の環境整備 

●アユ資源対策事業 

 ・ 有害鳥類及び魚類の防除対策の実施 

   漁連・漁協は、前年度の対策を検証し、健全な内水面生態系

復元等推進事業との連携を図りつつ、より効果的なカワウ、ブ

ラックバス、ブルーギル等の防除対策を実施する。 

・ アユ産卵場の造成及び機能保全 

漁連・漁協は、前年度に造成したアユ産卵場を検証し、課題を

抽出し、より効果的なアユ産卵場を２箇所造成するとともに、機

能保全を図る。 

・ アユが遡上するための環境保全 

漁連・漁協は、１月にアユが遡上する環境を検証し、アユが遡 

上する環境を向上させるため、障害物の撤去や魚道の機能向上を

図る。 

・ 親アユの放流 

漁連・漁協は、前年度の漁獲量を調査するなど、親アユの放流

の結果を検証し、放流場所や放流時期等の検討を行い、10 月に

中間育成施設で育成した親アユを 200～300kg放流する。 

・河川及び河川周辺の清掃 

再生委員会は、アユの生息環境、漁業者及び遊漁者の漁獲のた

めの環境を保全するため、年９回定期的に河川及び河川周辺の清

掃活動を行う。 

②相模湾産の短期継代種苗の生産振興 

●アユ増養殖事業 

 再生委員会は、短期継代種苗の育成を図り、放流量、漁獲量を調

査し、中間育成施設を稼働しつつ効果を検証し、課題を抽出するとと

もに、短期継代種苗の増養殖について、安定的な育成及び放流を行っ

ていく。 

●釣れる漁場づくり事業 

 漁連・漁協は、前年度の釣果を調査するなど、放流用の短期継代種

苗について、放流時期、放流場所、放流方法等、効果的な放流の方策

を検討し、検討した内容を反映させる放流を実施する。 

③新規漁業者の確保・育成 

●魚釣り普及促進事業 

 ・ 情報発信 

   再生委員会は、前年度の取組を検証し、漁連・漁協のホームペ
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ージ、市町村の広報等に検証した内容を反映させる。 

・ 具体的な取組の実施 

漁連・漁協は、前年度の取組を検証し、漁業者の確保に資する

魚釣り体験、魚釣り教室を実施する。 

④六次産業化・消費拡大

●アユ販売事業

再生委員会は、前年度の販売実績、費用対効果等を検証し、効果的

な販売場所、販売ルート、販売価格等について、実際に農産物直売施

設等、各種イベント会場において販売し、消費者の反応等を確認する

とともに、販売ルートを確立するための方策を検討する。 

また、道の駅、農産物直売所等の販売会場において、（相模のアユ）

のＰＲ活動を行う。  

●アユ加工販売・消費拡大事業

再生委員会は、前年度の販売実績、費用対効果等を検証し、商品の

改良、販売価格等について、専門家及び商工会等の指導を受け、販売

実績を向上させ、販売ルートの確立を図っていく。 

また、アユを活用した料理教室を年２回開催する。 

⑤集荷・出荷システムの検討

●集出荷システム構築事業

漁連・漁協は、前年度の集荷・出荷システムの運用状況を検証し、

システムのレベルアップを図る。 

⑥遊漁者の増加

●魚釣り普及促進事業

・ 情報発信

再生委員会は、前年度の取組を検証し、遊漁者の確保に資する

ホームページ、広報等の内容に反映させるなど、発信方法のレベ

ルの向上を図る。 

・ 具体的な取組の実施 

漁連・漁協は、前年度の取組を検証し、遊漁者数を増加させる

ため、神奈川県釣りインストラクター連絡機構アユ部会と連携

し、魚釣り体験、魚釣り教室のレベルアップを図り、魚釣りイン

ストラクターの資質の向上等を図る。 

漁業コスト削減

のための取組 

以下の取組により、基準年に対し 4.4％の漁業コスト増加を見込

む。 

①相模湾産の短期継代種苗の生産振興

●アユ増養殖事業
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 漁連・漁協は、短期継代種苗の育成を図り、放流量、漁獲量を調査

し、中間育成施設を稼働しつつ効果を検証し、課題を抽出する。また、

引き続き光熱費等ランニングコストの軽減と、中間育成施設の本格稼

働により、相模川における県外産の放流用アユが占める割合を基準年

の約 50％から約 20％にすることで購入費の削減を図る。 

②相模湾産の短期継代種苗の育成技術の向上

●アユ増養殖事業

漁連・漁協は、短期継代種苗の育成を図り、放流量、漁獲量を調査

し、中間育成施設を稼働しつつ効果を検証し、課題を抽出するととも

に、引き続き県内水面試験場での研修を実施する等、短期継代種苗の

育成技術の向上と、作業時間の短縮等によりコスト削減を図る。 

③集荷・出荷システムの検討

●集出荷システム構築事業

漁連・漁協は、前年度の集荷・出荷システムの運用状況について、

費用対効果を検証し、システムの改善を図る。 

活用する支援措

置等 

（４）関係機関との連携 

神奈川県（環境農政局農政部水産課、神奈川県水産技術センター内水面試験場、県央

地域県政総合センター）、（一般財団法人）神奈川県内水面漁業振興会が、取組に対する

助言や技術的指導を行う。 
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４ 目標 

（１）数値目標 

漁業所得の向上  ％以上 
基準年 平成  年度：漁業所得  千円 

目標年 平成  年度：漁業所得  千円 

（２）上記の算出方法及びその妥当性 

５ 関連施策 

活用を予定している関連施策名とその内容及びプランとの関係性 

事業名 事業内容及び浜の活力再生プランとの関係性 

産地水産業強化 

支援事業 

① 産地水産業強化支援事業

  天然アユの保護、相模湾産の短期継代種苗の生産振興、担い手

の育成、消費拡大、漁場の環境整備、集荷・出荷システム及び遊

漁者の増加についての検討等を行う。 

② 施設整備支援事業

アユの中間育成施設を整備し、相模湾産の短期継代種苗の生産

振興を図る。 


